
設楽町木質バイオマスストーブ等購入費補助金交付要綱 

平成25年３月27日 

告示第24号 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、地域の自然エネルギーの有効利用及びその普及を図るととも

に、森林資源の循環利用及び木材利用を促進し、もって地球温暖化の防止並びに木

材関連産業等の活性化に資するため、木質バイオマスストーブ等の購入に要する費

用に対し、設楽町木質バイオマスストーブ等購入費補助金(以下「補助金」とい

う。)を交付することについて、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40

号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(用語の定義) 

第２条 この要綱において用いる用語の意義は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 木質バイオマスストーブ 薪又はペレットを主燃料として使用する設計及び仕

様である暖房機をいう。 

(2) 木質バイオマスボイラー 薪、チップ又はペレットを燃料に使用する設計及び

仕様である、容器内の水を加熱し、所要の蒸気又は温水を作る装置をいう。 

(3) 薪 燃料として用意された木(枝を含む。)、木材、木材の廃材又はおがくずを

固めたものをいう。 

(4) チップ 間伐材、製材端材その他木材を粉砕した木くずをいう。 

(5) ペレット 間伐材、製材端材その他木材を粉砕した木くずを圧縮成型し、固形

化した燃料をいう。 

(6) 住宅 日常、起臥寝食のために使用することを目的として造られた建造物で、

屋根・壁などによって雨・風を防ぎ、目的を達成するために必要な構造を有する

物をいう。店舗又は事務所等の併用住宅を含む。 

(7) 事業所 商店、工場及び事務所等、物の生産やサービスの提供が事業として行

われている場所をいう。 

(8) 農業用施設 耕作又は養畜の業務等のために必要な小屋、ビニールハウス、畜

舎又は集出荷施設等をいう。 

(9) 集会施設 行政区等の地域自治組織が設置し、又は管理する地域住民の利用の



用に供する施設をいう。 

(補助対象者) 

第３条 この補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件に該当する者と

する。 

(1) 前条第６号から第９号までに規定する建物を設楽町内に所有する者、法人又は

団体であること。 

(2) 補助金の申請時に納期限の到来した町税、料及び町の各種融資の償還につい

て、滞納していない者。 

２ 前項第２号の規定は、同一世帯の者にも準用する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、設楽町暴力団排除条例(平成24年設楽町条例第２号)

第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第１号に該当する暴力団若しくは暴力団

員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する法人及び団体の

構成員は、補助対象とならない。 

(補助対象機器) 

第４条 補助金交付の対象となる機器は、第２条第１号又は第２号に規定する木質バ

イオマスストーブ又は木質バイオマスボイラーとする。 

(補助対象設置場所) 

第５条 補助金交付の対象となる設置場所は、第２条第６号から第９号に規定する設

楽町内の建物とする。 

(補助対象経費) 

第６条 補助金交付の対象となる経費は、補助金の交付の申請を行う日に属する年度

の３月末日までに購入し、かつ、設置を完了するもののうち、第４条に規定する補

助対象機器を前条に規定する補助対象設置場所の新築又は改築により設置する場合

における、補助対象機器本体の購入経費とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、設置工事費、煙突工事費、附帯設備費、運搬費その他

機器本体以外に係る経費は、補助対象経費としない。 

(補助金交付額) 

第７条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、前条第１項に規定する補助対象

経費に２分の１を乗じて得た額以内とし、その額が30万円を超える場合は30万円と



する。 

２ 前項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを

切り捨てるものとする。 

(交付回数) 

第８条 この要綱に規定する補助金は、第２条第６号から第９号に規定する建物につ

いて、１棟につき１回に限るものとする。 

(交付の申請及び交付決定) 

第９条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設楽町木質

バイオマスストーブ等購入費補助金交付申請書(様式第１)に次の各号に掲げる書類

を添えて町長に提出するものとする。なお、申請者と住宅使用者が異なる場合は、

木質バイオマス設備設置同意書(様式第８)を併せて町長に提出するものとする。た

だし、町長が添付書類により証明すべき事実関係を公簿等によって確認できるとき

は、当該書類を省略することができる。 

(1) 補助対象経費の内訳が明記された見積書の写し 

(2) 設置予定箇所の位置図及び着工前の現況を示す写真 

(3) 設置予定機器のカタログ 

(4) 町税等に未納がないことを証明する書類 

(5) その他町長が必要と認める書類 

２ 町長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、申請に係る審査及び必

要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付することが適当であると認めたと

きは、設楽町木質バイオマスストーブ等購入費補助金交付決定通知書(様式第２。以

下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。 

３ 町長は、補助金の交付決定について、補助金の交付目的を達成するため必要な条

件を付することができる。 

(事業の着手) 

第１０条 申請者は、前条第２項に規定する決定通知書の通知を受けるまで、補助対

象事業に着手してはならない。 

(申請事項の変更、取下げ及び承認) 

第１１条 第９条第２項の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」とい



う。)は、その申請事項について変更又は申請を取り下げる必要が生じた場合は、そ

の事実が生じた日から14日以内に設楽町木質バイオマスストーブ等購入費補助金交

付変更・取下げ申請書(様式第３)に第６条第１項に掲げる書類のうち、変更又は取

下げに係る必要書類等を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 町長は、前項の申請内容を審査した結果、既に決定した補助金の額の変更を決定

したときは、設楽町木質バイオマスストーブ等購入費補助金交付変更・取下げ決定

通知書(様式第４)によりその旨を補助決定者に通知するものとする。 

(状況報告及び実地調査) 

第１２条 町長は、必要があると認めるときは、機器の購入設置の遂行状況に関し補

助決定者に報告を求め、又は担当職員に実地調査を行わせることができる。 

(実績報告) 

第１３条 補助金決定者は、工事が完了した日から起算をして20日以内又は３月31日

のいずれか早い日までに、設楽町木質バイオマスストーブ等購入費補助金実績報告

書(様式第５。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げるものを添えて町長に提

出しなければならない。 

(1) 補助対象機器本体の購入経費及び仕様等が確認できる書類の写し 

(2) 申請者が購入したことを証明する領収書の写し 

(3) 補助対象機器の設置状況を示す写真 

(4) 前３号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの 

２ 町長は、前項の規定による実績報告について、必要があると認めるときは、補助

決定者に報告を求め、又は担当職員に実地調査を行わせることができる。 

３ 町長は、前項の規定による実地調査の結果、購入及び設置の成果が補助金の交付

決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させる

ための措置を講じるよう補助金の交付を受けた者に命じることができる。 

(補助金の額の確定) 

第１４条 町長は、前条の規定により実績報告を受けた場合においては、当該実績報

告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が

交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助

金の額を確定し、設楽町木質バイオマスストーブ等購入費補助金額確定通知書(様式



第６)により通知するものとする。 

(補助金の請求及び交付) 

第１５条 補助決定者は、前条の規定による通知を受けたときには、町長に設楽町木

質バイオマスストーブ等購入費補助金交付請求書(様式第７。以下「補助金交付請求

書」という。)を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による補助金交付請求書を受理したときは、速やかに補助金

を交付する。 

(決定の取消し) 

第１６条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交

付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(2) この要綱に反したとき。 

(3) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。 

(4) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。 

(補助金の返還) 

第１７条 補助決定者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助

金が既に交付されているときは、町長の定める期限内に当該補助金を返還しなけれ

ばならない。 

(協力) 

第１８条 町長は、補助金決定者に対し、この補助金の交付を受けて設置した設備の

使用状況等の情報提供及びその他の協力を求めることができる。 

(委任) 

第１９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この告示は、平成25年４月１日から施行する。 


